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揺れ 液状化 急傾斜地 津波 火災 合計

建物全壊（棟） 22,300 190 70 16,200 9,600 48,300

死 者 （人） 1400 若干名 若干名 8600 410 10,400

徳島市の被害想定



１ 情報収集体制の強化

２ 災害対応機能の強化

３ 災害対応力の強化
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１ 情報収集体制の強化



災害用映像情報収集ネットワークの整備について

令和５年度には、

本庁舎屋上に２台、眉山山頂に１台

高所カメラを設置し、L1地震発生時の津波浸水想定
地域の映像情報を収集できる体制を整備しました。

徳島市では、災害発生時に、迅速に市内の被災
状況を把握・収集し、適時適切に応急対策・避難
対策を実施するため、高所カメラの設置や、河川
監視カメラへの接続などによる災害用映像情報収
集のネットワークの整備を進めています。



１ 約５０km先からの津波警戒

２ 津波到達後は、救助・捜索活動を支援
（概ね、屋上カメラの撮像範囲のカバー）

１７地区
（約10万世帯 約20万人）

伊島（約40km）

那賀川河口（約20km）

眉 山

城山

津田山

柴山

● 本庁舎屋上カメラ（２台）

R5

● 眉山カメラ（マチアソビカフェ屋上）

R5

災害用映像情報収集ネットワーク整備事業におけるカバー範囲
（令和５年度事業）



ドローン実証実験について

実証実験においては、Wi-Fi HaLowとカメラ、
RTK-GNSS搭載ドローンによる自動航行を活用し被
災状況の情報収集を行うことで、救助の優先順位
付けを行い発見遅れによる死者ゼロを目指すなど、
南海トラフ地震の影響を受けにくい安心安全なま
ちづくりに寄与することを目標として実施しまし
た。



ドローン実証実験について



カメラ映像のデータ共有について

徳島市では、市域の災害状況を把握する高所カ
メラのほか、国、県からの防災・災害対策用映像
の提供を受けています。

設置者 運用目的 接続時期 場 所 接続要領

徳島県
危機管理環境部

災害対策 令和３年

【ＣＣＴＶカメラ】
① 県庁屋上
② 眉山
③ 県土整備局屋上
④ 県防災センター屋上

県ＣＣＴＶシステムにインター
ネット回線で接続

国土交通省
四国地方整備局

河川・国道
の管理

令和５年

【ＣＣＴＶカメラ】
１ 国管理河川
① 吉野川
② 今切川
※ 市域の河川施設
（堤防は切れ目なし）

２ 国管理国道
① 国道１１号線
② 国道５５号線
③ 国道１９２号線

徳島河川国道事務所の映像情報共
有化システムに 専用回線（ＮＴＴ
西日本のＶＰＮ）で接続



２ 災害対応機能の強化



徳島市危機管理センター（仮称）の整備について

本市では、災害対応の拠点となる「危機管理セ
ンター（仮称）」の整備を進めており、令和７年
度中の開設を目指しています。

危機管理センター（仮称）には、

「災害対策本部機能」

「情報収集・分析機能」

「情報伝達・発信機能」

に対応する施設を整備することとしており、災害対策本部の常設
や、災害対策関係機関が参集し、災害発生時の被害状況や対応状
況に関する情報の一元的な収集、処理、分析、対策の立案を行う
場としてオペレーションルームを設けます。



徳島市危機管理センター（仮称）の整備について

３階には危機管理局の執務室や総
合対策室を計画しており、総合対策
室には、市各部局及び関係機関が参
集し、災害発生時の被害状況に関す
る情報を一元的に管理する部屋と計
画しています。

４階には災害対策本部室、関係機
関調整室を計画しており、災害対策
本部室は、災害対策本部員と関係機
関が参集し、情報共有や協議、災害
対応に関する意思決定を行う部屋と
計画しています。

危機管理局
執務室

総合対策室

関係機関
調整室

災害対策
本部室

３階平面図

４階平面図

（「基本設計 令和５年３月」より）

（「基本設計 令和５年３月」より）



徳島市危機管理センター（仮称）の整備について

危機管理センター新築に伴う通信機器等の整備

○徳島県総合情報通信ネットワークシステム
○徳島市防災行政無線
○デジタルＭＣＡ無線
○衛星電話 など

防災行政無線 デジタルMCA無線 衛星電話



災害情報管理・共有システムについて
（ALANDIS）

災害情報管理・共有システムは、大規模災害時
における災害情報等を全庁的に管理・共有し、情
報を一元化することで、効果的な初動対応を図る
ことを目的として、令和３年度に構築したシステ
ムです。



B＆G財団「防災拠点の設置および
災害時相互支援体制構築」について



３ 災害対応力の強化
（人材育成）



職員訓練の実施について

○本庁舎避難訓練【令和５年６月２８日（水）実施】

南海トラフ地震発生時における来庁者及び職員
の安全確保、応急救護、津波避難行動及び災害対
策本部の開設について訓練してその能力の向上を
図ることを目的として実施しました。



職員訓練の実施について

○福祉避難所開設訓練【令和５年１１月１０日（金）実施】

福祉避難所は、南海トラフ巨大地震や直下型地震等の
大規模災害時に、必要に応じて、指定避難所等での生活
が困難な人々（要配慮者等）を対象とした避難所です。

今回の訓練は、障害者（児）施設の一部を福祉避難所
として開設する場合を想定し、施設職員が開設準備、災
害対策本部等との調整及び要配慮者の受入れ等について
訓練することによって、災害対応能力の向上を図ること
を目的として実施しました。

場 所：社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 障害児入所施設「未来」
及び地域生活支援拠点「ふらっとＫＯＫＵＦＵ」



職員訓練の実施について

○捜索・救助訓練【令和６年２月１５日（木）実施予定】

南海トラフ地震により大規模な災害が発生した
状況を想定し、徳島市災害対策本部が実施する救
助・捜索活動について、消防局を中心とし、関係
機関等と調整を行い、発災後３日目の救助活動計
画を作成することを到達目標として実施します。



職員訓練の実施について

令和８年度には、危機管理センターの開設に合わせ、

各対策部の運営訓練を実施予定


